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1．救急医療の現状  
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救急出場件数及び搬送人員の推移  

救急搬送件数は、この10年間で約1．5倍の年間約500万件まで急速に増加。  
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「救急一救助の現況」（総務省消防庁）  



（万人， 
［画室］  

（万人）  

140   

120   

100   

80   

60   

40   

20  

■平成9年  

l   ■平成19  年  

140   

120   

100   

80   

60  

40   

20  

0  
軽症  中等症  重症  0  軽症  中等症  重症  

軽症  中等症  重症  

19在中   

全休   
小児   成人   高齢者  

（18歳未満）   （18歳～64歳）   （65歳以上）   

1．2万人   13．6万人   32．8万人  

重症  0．7万人減   2．5万人減   7．9万人増  

－37％   －16％   ＋31％   

10万人   63．3万人   1寧万人  

中等症  1．5万人増   5．6万人増   55．8万人増  

＋17％   十9％   ＋108％   

37．3万人   133．9万人   8宰▲1万人  

軽症  9．1万人増   28．2万人増   48∴ア否み鞄  

＋32％   ＋26％  十14与％  

平成9年中  

全体   小児   成人   高齢者   

重症   1．9万人   16．1万人   24．9万人   

中等症   8．5万人   57．7万人   51．4万人   

軽症   28．2万人   105．7万人   33．4万人   

「救急・救助の現況」（総務省消防庁）のデータを基に分析したもの  
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（各年3月31日時点）  

16年   17年   18年   19年   20年   

三次救急  救命救急センター  
170   178   189   201   208   

（救命救急）  （施設数）  

入院を要する救急医療  
施設  3，253   3，238   3，214   3，153   3，175  

土次救急  

（入院を要する  
（施設数）  

救急）  

（地区数）   （403）   （411）   （411）   （408）   （405）   

休日夜間急患センター  
510   512   508   511   516  

一次救急  
（施設数）  

（初期救急）  
在宅当番医制  

683   677   666   654   641   
（実施地区数）  

（厚生労働省医政局調べ）  
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消防法の一部を改正する法律の概要（平成21年5月1日公布）  

○傷病者の搬送及び受入れを円滑に行うことが、傷病者の救命率の向上や後遺症の軽減等の観点か   

ら、重要な課題。このため、消防法を改正し、都道府県において、医療機関、地域の医師会、消防機関   
等が参画する協議会を設置し、地域の搬送■受入ルールを策定することとしたところ。  
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③救急搬送  ④救急医療  

＜搬送・受入ルール＞  

①傷病者の状況に応じた搬送先となる医療機関のリスト  

②消防機関が傷病者の状況を確認し、①のリストの中か   

ら搬送先医療機関を選定するためのルール  

③消防機関が医療機関に対し傷病者の状況を伝達する   

ためのルール  

④搬送先医療機関が速やかに決定しない場合において   

傷病者を受け入れる医療機関を確保するためのルール  

都道府県において、医療機関、地域の医師会、  

消防機関等が参画する協議会を設置し、地域  

の搬送・受入ルールを策定  

総務大臣  

厚生労働大臣  
※既存のメディカルコントロール協議会等の活用を想定  

指針の策定等の援助  
1  

消防機関は、搬送・受入ルールを  

遵守しなければならない  

医療機関は、搬送・受入ルールを  

尊重するよう努めるものとする  
施行期日：平成21年10月30日   



2．周産期医療の現状  
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分娩施設数の推移  

■
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厚生労働省「医療施設調査」   



この20年で、出生数は横ばい・減少となっているが、低出生体重児の割合が増加している。  

厚生労働省「人口動態統計」   



母体及び新生児の搬送受入れ  

○ 約8割の総合周産期母子医療センターにおいて、新生児集中治療管理室（NICU）の病   
床利用率が90％超。母体・新生児の搬送受入れが困難である理由として、「NICU満床」   
と回答したセンターは9割を超えている。  

「周産期医療に係る実態調査（平成20年10月実施）」結果にみる現状について  

NICU病床利用率について  

（総合周産期母子医療センター19年度実績）  

母体及び新生児搬送受入ができなかった理由について   

（総合周産期母子医療センター19年度実績）  

受入れができなかった主な理由は「NICU満床  

理 由   
NICU   MFICU  診察可能   

満床   満床   医師不在   
その他  

センター数   49   31   12   30   

割合（％）※   92．5％   58．5％   22．6％   56．6％   

80～90％   

19％  

理 由   
NICU   診察可能   

満床   医師不在   
その他  

センター数   41   5   12   

割合（％）※   97．6％   11．9％   28．5％   

※回答センター数に対する割合  

（厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課調べ）   



3．小児救急医療の現状  
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○我が国は、乳児死亡率は低いにも関わらず、ト4歳児死亡率は高く、他の国と異なる   
状況にある。  ※乳児死亡率（生後峰未満の死亡の出生1，000に対する比率）  

ト4歳児死亡率の国際比較  乳児死亡率とト4歳児死亡率の関係  
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乳児死亡率（対1000出生）   

出典）厚生労働科学研究「新生児関連疾患が我が国の幼児死亡に与える影響」主任研究者池田智明（国立循環器病センター）   



JJ＼児救急医療体制の整備状況  

小児専門病院の小児集中治療室の病床数  救命救急センターの小児救急専門病床数  

（平成19年12月1日現在）  （平成20年3月31日現在）  

救命救急センター運嘗病床数  

施設名  

総数   小児救急専門病床  

（床）   （床）   

A   36   6   

B   30   

C   42   6   

D   32   2   

E   31   2   

F   30   2   

合計6施設   201床   19床   

小児集中治療室   

施設数  病床数  

小児集中治療室の病床の申訳  

（数）        術後用  
重症・  

救急用  
（床）  

（床）   

術後患者用病床のみ有り   3   16   0   

重症・救急患者用病床のみ有り   6   0   65   

術後患者用病床と   

重症■救急患者用病床有り   
3   36   20  

術後患者用病床と   

重症・救急患者用病床の区分なし   
3   23  

合計   15施設   
160床  

（52）  1つ（85）   

厚生労働省医政局指導課調べ  小児総合医療施設協議会調べ   



4．救急医療等に係る課題と必要な支援  
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＞  救急医療の需要増加  救急患者受入体制の不足  「出口の問題」  ＞  

■救急医療機関の減少  

・勤務医の疲弊  

■後方病床との連携不足  

・在宅医療との連携不足  

・救急搬送件数の増加  

・地域の搬送■受入ルールが不明確  

・管制塔機能やコーディネーター機能  
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・低出生体重児等ハイリスク分娩の   
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：・病院間搬送の体制不足  
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い分娩施設の減少  ‾l   
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NICUの不足  

産科医りト児科医の不足・疲弊  
－－－－－  l－  

小ト1～4歳児死亡率が高い  ト重篤な小児救急患者の受入体制の  

不足  

救急医療機関への支援  

→確実に患者を受け入れる救急医療機関を支援  

→実績に応じて救命救急センター・二次救急医療機   

関や周産期母子医療センターを支援  

→救急医療に参加する診療所を支援  

→小児の救命救急医療を担う医療機関を支援  

→小児の集中治療■専門的医療を提供する小児集   

中治療室を支援  

円滑な搬送丁受入体制の構築  

→地域の搬送・受入ルールに協   

力する救急医療機関を支援  

後方病床・在宅療養の機能強化  

→後方病床の手厚い配置を支援  

→在宅療養者への診療支援を支援  

地域の医療機関等との連携強化  

→救命救急センター・二次救急医療機関と支援医療機関や在宅医療との連携を支援  

→周産期母子医療センターと分娩施設や在宅医療との連携を支援  

救急医療を担う医師の勤務環境の改善  
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→医師の処遇改善の  取組を支援、実績に応じた医師への手当  支給を支援  




